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福
沢
諭
吉
に
お
け
る

　
　
「
法
」
お
よ
び
「
権
利
」

に
関
す
る
一
考
察

福沢諭吉におけるr法」およびr権利」に関する一考察

一
、
は
じ
め
に

二
、
福
沢
に
お
け
る
「
法
」
お
よ
び
法
主
体
に
つ
い
て

三
、
「
権
利
」
お
よ
び
「
人
権
』
（
私
権
）
に
つ
い
て

四
、
「
政
権
」
（
公
権
）
お
よ
び
「
分
権
」
（
治
権
）
に
つ
い
て

五
、
「
国
権
』
に
つ
い
て

六
、
お
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

松

岡

浩

　
福
沢
諭
吉
は
、
「
学
問
の
す
～
め
」
冒
頭
に
お
い
て
、
「
万
人
の
同
等
」
と
「
一
身
の
自
由
・
独
立
」
を
説
ぎ
、
人
の
貧
富
貴
賎
強
弱
智

愚
な
ど
「
有
様
の
相
違
」
に
か
か
わ
ら
ず
「
権
利
の
同
等
」
で
あ
る
所
以
を
説
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
福
沢
が
、
「
自
由
」
「
平
等
」
「
権

利
」
、
ひ
い
て
は
「
法
」
に
つ
い
て
重
大
な
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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福
沢
の
彪
大
な
著
書
・
論
稿
の
な
か
で
、
「
法
」
お
よ
び
「
権
利
」
に
っ
い
て
何
ら
か
の
形
で
言
及
し
た
主
要
な
も
の
に
は
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
学
問
の
す
』
め
」
（
明
治
五
年
な
い
し
九
年
）
、
「
文
明
論
之
概
略
」
（
明
治
八
年
）
、
「
分
権
論
」
（
明
治
一
〇
年
）
、

「
通
俗
民
権
論
」
・
「
通
俗
国
権
論
全
・
同
二
編
」
（
明
治
一
一
年
）
、
「
国
会
論
」
（
明
治
一
二
年
）
、
「
民
情
一
新
」
（
明
治
～
二
年
）
、
「
時
事
小
言
」

（
明
治
一
四
年
）
、
「
時
事
大
勢
論
」
（
明
治
一
五
年
）
な
ど
、
明
治
五
年
か
ら
一
五
年
頃
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
著
作
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
そ

れ
以
後
の
「
時
事
新
報
論
集
」
（
明
治
一
五
年
か
ら
明
治
三
〇
年
ま
で
）
お
よ
び
「
福
翁
百
話
」
（
明
治
三
〇
年
）
の
中
に
も
後
に
引
用
す
る
よ
う

に
こ
れ
に
関
連
す
る
多
数
の
論
稿
が
あ
る
。

　
福
沢
の
、
こ
れ
ら
多
数
の
著
書
お
よ
び
論
稿
を
貫
流
す
る
「
法
」
お
よ
び
「
権
利
」
の
意
義
並
び
に
諸
「
権
利
」
間
の
相
互
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
福
沢
に
関
心
を
有
し
て
い
て
も
、
法
思
想
に
関
す
る
知
識

も
な
く
、
そ
の
研
究
者
で
も
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
福
沢
の
右
著
書
お
よ
び
論
稿
に
圧
倒
さ
れ
、
引
用
の
み
多
く
、
何
ら
「
考
察
」
ら
し

い
研
究
も
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
、
昭
和
三
三
年
、
慶
鷹
義
塾
創
立
百
周
年
に
あ
た
り
、
法
哲
学
研
究
会
の
一
員
と
し
て
、
川
口
實
先
生
か
ら
、
「
福
沢
諭

吉
の
法
律
観
」
に
つ
い
て
ご
指
導
を
受
け
（
「
法
学
会
誌
」
第
三
五
号
．
慶
感
義
塾
大
学
創
立
百
周
年
記
念
特
別
号
）
、
昭
和
五
〇
年
九
月
に
は
、

慶
鷹
法
学
会
へ
の
入
会
を
機
に
、
「
福
沢
諭
吉
の
法
律
観
ー
人
権
お
よ
び
政
権
を
中
心
と
し
て
」
と
題
し
て
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ

た
（
「
法
学
研
究
」
第
五
〇
巻
一
二
号
、
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
「
人
権
」
お
よ
び
「
政
権
」
に
関
す
る
一
考
察
」
昭
和
五
二
年
、
以
下
「
前
稿
」
と
い
う
）
．

本
稿
は
、
前
稿
に
続
く
拙
い
も
の
で
あ
る
．

　
な
お
、
本
稿
は
、
行
論
の
都
合
上
、
論
旨
お
よ
び
福
沢
の
著
書
・
論
稿
の
引
用
等
に
お
い
て
、
前
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
の
を

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
（
福
沢
の
著
書
・
論
稿
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
「
学
問
の
す
x
め
」
は
「
学
問
」
、
「
文
明
論
之
概
略
」
は
「
文
明
」
と
略
称
し
、
そ
の
他
は
、
著
書

　
名
お
よ
び
論
稿
名
を
掲
げ
、
岩
波
書
店
刊
「
福
沢
諭
吉
全
集
』
の
巻
・
頁
の
み
を
挙
げ
た
。
以
下
の
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
ぺ
て
筆
者
に
よ
る
）
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二
、
福
沢
に
お
け
る
「
法
」
お
よ
び
法
主
体
に
つ
い
て

e
、
福
沢
は
、
「
法
」
及
び
「
権
利
」
に
論
及
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
人
」
及
び
「
人
間
交
際
」
（
社
会
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

「
学
問
の
す
N
め
」
に
お
い
て
、
「
万
人
は
万
人
皆
同
じ
位
」
で
あ
る
と
し
、
「
人
の
天
然
生
れ
附
」
は
、
「
自
由
自
在
」
「
他
人
と
離
れ

て
一
人
前
の
全
体
を
成
し
」
「
自
ら
一
人
を
支
配
」
す
る
「
自
由
独
立
」
の
人
た
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
一
人
前
の
人
」
の

集
ま
り
た
る
も
の
が
人
間
交
際
（
社
会
）
で
あ
り
、
一
国
で
あ
る
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
り

　
①
、
こ
の
よ
う
な
「
人
の
天
然
生
れ
附
」
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
旧
幕
府
の
時
代
」
に
は
、
「
士
民
の
区
別
甚
だ
し
く
、
士
族
は
妄
に

権
威
を
振
ひ
、
百
姓
町
人
を
取
扱
う
こ
と
目
下
の
罪
人
の
如
く
し
、
あ
る
い
は
切
捨
御
免
な
ど
の
法
あ
り
。
此
法
に
拠
れ
ば
、
平
民
の
生
命

は
我
生
命
に
非
ず
し
て
借
物
に
異
な
ら
ず
。
百
姓
町
人
は
由
縁
も
な
き
士
族
へ
平
身
低
頭
し
、
外
に
在
っ
て
は
路
を
避
け
、
内
に
在
っ
て

は
席
を
譲
り
（
中
略
）
幕
府
は
勿
論
、
三
百
諸
侯
の
領
分
に
も
各
々
小
政
府
を
立
て
エ
、
百
姓
町
人
を
勝
手
次
第
に
取
扱
ひ
、
或
い
は
慈
悲

に
似
た
る
こ
と
あ
る
も
そ
の
実
は
人
の
持
前
の
権
理
通
義
を
許
す
こ
と
な
く
し
て
、
実
に
忍
び
ざ
る
こ
と
多
し
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た

（
「
学
問
」
三
・
三
八
以
下
。
同
旨
の
記
述
は
、
「
時
事
大
勢
論
」
五
・
二
三
七
、
明
一
五
、
「
社
会
の
形
成
学
者
の
方
向
」
一
一
・
一
九
二
、
明
治
二
〇
）
。

　
こ
の
「
旧
幕
府
の
時
代
」
は
、
福
沢
の
「
文
明
の
齢
」
に
よ
れ
ば
、
「
半
開
」
の
時
代
に
あ
た
る
。
「
半
開
」
と
は
、
「
農
業
の
道
大
に

　
　
　
　
　
そ
な

開
け
て
衣
食
具
は
ら
ざ
る
に
非
ず
。
家
を
建
て
都
邑
を
設
け
、
其
外
形
は
現
に
一
国
な
れ
ど
も
（
中
略
）
実
学
を
勤
る
者
少
く
、
事
物
の
理

を
談
ず
る
と
き
に
は
疑
を
発
し
て
不
審
を
質
す
の
勇
な
し
．
模
擬
の
細
工
は
巧
な
れ
ど
も
新
に
物
を
造
る
の
工
夫
に
乏
し
く
、
旧
を
脩
る

を
知
て
旧
を
改
る
を
知
ら
ず
。
人
間
の
交
際
に
規
則
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
習
慣
に
圧
倒
せ
ら
れ
て
規
則
の
体
を
成
さ
ず
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
（
「
文
明
」
四
・
一
七
）
。

　
福
沢
は
、
「
腕
力
」
と
「
智
力
」
と
の
関
係
か
ら
、
「
文
明
」
の
発
展
を
三
段
階
に
区
別
し
て
、
「
草
昧
の
時
代
」
．
「
尚
武
の
風
俗
」
並
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び
に
「
多
事
の
世
界
」
に
区
分
し
た
。
右
の
「
半
開
」
の
時
代
は
「
尚
武
の
風
俗
」
の
時
代
に
あ
た
る
。
「
文
明
の
要
は
唯
天
然
に
稟
け

得
た
る
身
心
の
働
を
用
ひ
尽
し
て
遺
す
所
な
き
に
在
る
』
の
で
あ
る
が
、
「
尚
武
の
風
俗
」
の
時
代
に
お
い
て
は
、
「
文
化
少
し
く
進
で
世

人
の
精
神
漸
く
発
生
す
れ
ば
、
智
力
の
方
に
も
自
か
ら
権
を
占
め
て
腕
力
と
相
対
し
、
智
力
と
腕
力
と
互
に
相
制
し
て
互
に
平
均
し
（
中

略
）
腕
力
を
ば
専
ら
戦
闘
に
費
し
て
他
を
顧
る
に
逞
あ
ら
ず
。
衣
食
住
の
物
を
求
る
が
如
き
は
僅
に
戦
闘
の
余
力
を
用
い
る
の
み
』
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
（
「
文
明
』
四
．
一
三
）
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
特
徴
は
、
「
腕
力
と
智
力
と
相
平
均
」
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、

「
智
力
』
は
「
和
好
平
安
の
事
に
施
す
可
か
ら
ず
し
て
、
専
ら
之
れ
を
治
民
制
人
の
方
便
に
用
ひ
，
腕
力
を
互
ひ
に
依
頼
し
て
、
い
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

智
力
独
立
の
地
位
な
る
も
の
』
な
く
（
「
文
明
』
四
二
三
）
、
そ
の
た
め
、
旧
慣
に
惑
溺
し
、
「
平
民
の
生
命
は
我
生
命
に
非
ず
し
て
借
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
異
な
ら
ず
」
、
「
人
の
持
前
の
権
理
通
義
も
許
す
こ
と
な
く
、
実
に
忍
び
ざ
る
」
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
代
の
人
間
交
際

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

は
、
「
上
下
の
名
分
判
然
と
し
て
、
其
名
分
と
共
に
権
義
を
も
異
に
し
」
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
文
明
』
四
・
一
六
五
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
の
．
こ
れ
に
対
し
て
、
「
今
の
文
明
」
の
世
は
、
「
天
地
間
の
事
物
を
規
則
の
内
に
籠
絡
す
れ
ど
も
、
其
内
に
在
て
自
か
ら
活
動
を
逞
ふ

し
．
人
の
気
風
快
発
に
し
て
旧
慣
に
惑
溺
せ
ず
、
身
躬
か
ら
其
身
を
支
配
し
て
他
の
恩
威
に
依
頼
せ
ず
、
躬
か
ら
徳
を
脩
め
躬
か
ら
智
を

研
き
、
古
を
慕
は
ず
今
を
足
れ
り
と
せ
ず
、
小
安
を
安
ん
せ
ず
し
て
未
来
の
大
成
を
謀
り
、
進
で
退
か
ず
達
し
て
止
ま
ら
ず
、
学
問
の
道

は
虚
な
ら
ず
し
て
発
明
の
基
を
開
き
、
工
商
の
業
は
日
に
盛
に
し
て
幸
福
の
源
を
深
く
し
、
人
智
は
既
に
今
日
に
用
ひ
て
其
幾
分
を
余
し
、

以
て
後
日
の
謀
を
為
す
も
の
」
と
し
た
（
「
文
明
』
四
．
漏
七
）
。
こ
れ
は
、
前
述
の
「
多
事
の
世
界
」
で
あ
る
。

　
「
今
の
文
明
」
の
世
の
人
は
、
一
身
「
自
由
・
独
立
」
の
人
（
法
主
体
）
で
あ
る
。
人
は
「
自
分
に
て
自
分
の
身
を
支
配
し
他
に
依
り
す

が
る
心
な
き
を
言
ふ
。
自
か
ら
物
事
の
理
非
を
弁
別
し
（
中
略
）
自
か
ら
心
身
を
労
し
て
私
立
の
活
動
を
為
す
者
は
、
他
人
の
財
に
依
ら
ざ

る
独
立
』
の
者
で
あ
る
と
し
た
（
「
学
問
」
三
．
四
三
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
人
の
一
身
は
他
人
と
相
離
れ
て
、
一
人
前
の
全
体
を
成
し
、
自
か
ら
其
身
を
取
扱
ひ
、
自
か
ら
其
心
を
用
い
、
自
か
ら

一
人
を
支
配
し
て
、
努
む
可
き
仕
事
を
努
る
筈
の
も
の
」
で
あ
り
（
「
学
問
』
三
．
七
八
）
、
「
智
力
発
達
す
る
者
は
能
く
自
か
ら
其
身
を
支

220



福沢諭吉における「法』および「権利」に関する一考察

配
し
、
恰
も
一
身
の
内
に
恩
威
を
行
ふ
が
故
に
、
他
の
恩
威
に
依
頼
す
る
を
要
せ
ず
」
（
「
文
明
」
四
．
一
二
一
）
、
「
独
一
個
の
気
象
（
イ
ン
ヂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

ヴ
ヰ
ヂ
ニ
ア
リ
チ
）
』
（
「
文
明
』
四
・
一
六
六
）
の
あ
る
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
人
は
、
貧
富
強
弱
智
愚
な
ど
「
有
様
の
相
違
」
が

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
．
「
権
理
通
義
に
お
い
て
同
等
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
べ
て
「
人
間
交
際
」
（
社
会
）
は
、
「
皆
大
人
と
大
人
と
の
仲
間
な
り
。
他
人
と
他
人
と
の
附
合
」
で
あ
る
（
「
学
問
」
三
．
九
七
）
。
「
天

下
と
は
個
々
人
の
集
合
し
た
る
も
の
を
総
称
し
た
る
名
目
に
し
て
、
一
人
一
個
の
外
に
天
下
な
る
も
の
あ
る
可
ら
ず
」
（
「
漫
に
大
望
を
抱
く

勿
れ
」
一
二
二
八
七
，
明
二
二
・
七
）
と
い
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

⇔
．
「
国
民
の
委
任
に
よ
る
政
府
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
福
沢
が
、
「
国
法
の
起
り
し
由
縁
」
に
つ
い
て
述
べ
る
第
一
の
要
因
は
、
「
国
民
と
政
府
と
の
間
の
約
束
」
（
「
統
治
契
約
」
説
）
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
「
悪
人
来
り
て
善
人
を
害
せ
ん
と
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
善
人
自
か
ら
こ
れ
を
防
ぎ
て
（
中
略
）
差
支
え
な
き
理
な
れ
ど
も
、
一
人
の
力
に

て
多
勢
の
悪
人
を
相
手
に
取
り
、
こ
れ
を
防
が
ん
と
す
る
も
連
も
叶
う
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
国
民
の
総
代
と
し
て
政
府

を
立
て
、
善
人
保
護
の
職
分
を
勤
め
し
め
、
其
代
と
し
て
役
人
の
給
料
は
勿
論
、
政
府
の
諸
入
用
を
ば
悉
皆
国
民
よ
り
賄
ふ
可
し
」
（
「
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

問
』
三
・
六
三
）
と
し
て
、
「
双
方
一
致
の
う
え
相
談
を
取
極
め
た
り
。
是
即
ち
政
府
と
人
民
と
の
約
束
な
り
」
（
「
学
問
」
三
．
三
九
）
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
国
民
た
る
者
は
一
人
に
て
二
人
前
の
役
目
を
勤
る
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、

「
其
一
の
役
目
は
、
自
分
の
名
代
と
し
て
政
府
を
立
て
一
国
中
の
悪
人
を
取
押
へ
て
善
人
を
保
護
す
る
こ
と
な
り
」
（
「
主
人
の
身
分
」
）
。
「
其

二
の
役
目
は
、
固
く
政
府
の
約
束
を
守
り
其
法
に
従
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
な
り
」
（
「
客
の
身
分
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
「
学
問
」
三
．
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

四
）
。
こ
の
こ
と
を
「
私
権
論
」
（
明
二
〇
）
に
お
い
て
は
、
「
一
身
を
両
断
し
」
、
半
身
は
支
配
さ
れ
る
身
・
被
治
者
・
私
に
し
て
民
で
あ

る
が
、
半
身
は
支
配
す
る
身
・
治
者
・
公
に
し
て
官
た
る
姿
で
あ
る
と
し
た
（
「
私
権
論
」
一
一
．
三
八
五
）
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
に
お
い

て
、
私
人
間
の
私
的
（
非
政
治
的
）
な
人
間
交
際
（
市
民
社
会
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
．
公
的
（
国
家
的
）
な
関
係
に
あ
る
こ
と
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を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
①
、
国
民
と
政
府
の
約
束
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
由
独
立
の
人
々
の
集
ま
り
た
る
「
今
の
文
明
」
の
世
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
治
者
と
被
治
者
と
の
区
別
を
生
じ
、
治
者
は
上
な
り
主
な
り
又
内
な
り
、
被
治
者
は
下
な
り
、
客
な
り

又
外
な
り
」
、
「
此
有
様
を
見
れ
ば
被
治
者
は
治
者
の
奴
隷
に
異
な
ら
ず
」
（
「
文
明
」
四
．
一
五
∩
）
）
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
「
半
開
」
以
前
の

世
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
働
、
政
府
の
存
立
の
基
礎
は
「
国
民
と
政
府
と
の
約
束
」
に
よ
り
国
民
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
民
と
政
府
と
の
間
柄
は
も
と

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

同
一
体
に
て
其
職
分
を
区
別
」
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
「
学
問
』
三
・
四
〇
）
た
め
、
政
府
の
職
分
は
「
法
を
設
け
て
国
民
を
保
護
す
る
』
こ
と

に
限
定
さ
れ
た
。

　
③
、
「
客
の
身
分
』
た
る
国
民
に
対
し
て
法
の
厳
正
な
遵
守
を
要
求
し
た
。
「
国
民
は
政
府
と
約
束
し
て
政
令
の
権
限
を
政
府
に
委
せ
た

る
者
な
れ
ば
、
か
り
そ
め
に
も
此
約
束
を
違
え
て
法
に
背
く
可
ら
ず
」
（
「
学
問
」
三
．
六
四
）
。
「
国
民
の
政
府
に
従
ふ
は
政
府
の
作
り
し
法

に
従
う
に
非
ず
、
自
か
ら
作
り
し
法
に
従
ふ
な
り
」
と
し
て
、
「
法
を
正
ふ
し
罰
を
厳
に
し
て
一
点
の
私
曲
あ
る
可
ら
ず
」
と
い
う
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
政
府
人
造
の
不
正
の
法
」
に
対
し
て
は
、
「
正
理
を
唱
え
て
政
府
に
迫
り
（
中
略
）
天
然
の
人
心
こ
れ
に
服

せ
ざ
る
こ
と
な
」
く
（
「
学
間
』
三
・
七
五
）
、
「
政
府
は
固
よ
り
衆
論
に
従
て
方
向
を
改
む
る
も
の
」
で
あ
る
（
「
文
明
」
四
・
六
七
）
と
し
て
．

政
府
に
ょ
る
法
の
変
更
を
促
し
た
。

　
㈲
、
国
民
が
一
身
の
自
由
・
独
立
を
果
た
し
、
「
外
国
に
対
し
て
自
由
独
立
の
気
風
を
全
国
に
充
満
せ
し
め
（
中
略
）
各
其
国
人
た
る
の

分
を
尽
し
」
、
「
報
国
の
大
義
」
を
守
る
と
き
は
、
「
一
国
独
立
の
権
義
」
（
国
権
）
を
伸
張
し
う
る
と
し
た
（
「
学
間
』
三
．
四
三
）
。
一
身
独

立
と
一
国
独
立
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

㊧
、
規
則
・
政
令
・
法
律
の
必
要
と
機
能

　
福
沢
は
、
「
国
法
の
起
り
し
由
縁
」
の
第
二
の
要
因
と
し
て
「
規
則
・
政
令
・
法
律
」
制
定
の
必
要
を
説
い
た
。
「
他
人
と
他
人
と
附
合
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
は
情
実
を
用
ゆ
可
ら
ず
、
必
な
ら
ず
規
則
約
束
な
る
者
を
作
り
、
互
ひ
に
之
を
守
て
厘
毛
の
差
を
争
ひ
、
双
方
共
に
却
っ
て
円
く
治

る
」
た
め
で
あ
る
と
す
る
（
「
学
問
」
三
・
九
八
）
。

　
「
文
明
論
之
概
略
」
に
お
い
て
は
、
「
規
則
」
の
必
要
と
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
①
、
「
規
則
」
に
は
二
様
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
。
「
事
物
の
順
序
を
整
理
す
る
た
め
の
規
則
」
と
「
人
の
悪
を
防
ぐ
た
め
の
規
則
」
で

あ
る
。
前
者
に
は
、
「
家
内
の
便
利
の
た
め
に
申
合
せ
て
定
め
た
る
規
則
」
、
「
真
実
睦
し
き
親
族
朋
友
の
間
に
金
を
貸
借
す
る
」
規
則
、

「
今
広
く
世
間
に
行
は
る
X
証
文
、
約
条
書
ま
た
は
政
府
の
法
律
、
各
国
の
条
約
書
等
を
見
る
に
、
或
は
民
法
刑
法
等
の
別
あ
り
て
事
物

の
順
序
を
整
理
す
る
た
め
の
規
則
」
（
民
事
．
行
政
の
諸
法
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
規
則
を
犯
す
は
人
の
過
な
り
」
。
後
者
の
「
人
の
悪
を
防

ぐ
た
め
の
規
則
」
（
刑
罰
法
規
）
を
犯
す
人
は
「
人
の
悪
心
な
り
」
と
さ
れ
る
（
「
文
明
」
四
・
一
二
八
）
。

　
働
、
こ
れ
ら
二
様
の
規
則
に
つ
い
て
「
一
般
に
其
所
要
を
守
れ
ば
悉
皆
悪
を
防
ぐ
器
械
と
言
は
ざ
る
を
得
」
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

そ
れ
で
は
、
「
規
則
」
は
い
か
に
し
て
「
悪
を
防
ぐ
器
械
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
都
て
規
則
書
の
趣
意
は
利
害
を
裏
表
に
並
べ
て
人

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

に
示
し
、
其
人
の
私
心
を
以
て
こ
れ
を
撰
ぽ
し
む
る
の
策
な
り
。
讐
へ
ば
千
両
の
金
を
盗
め
ば
懲
役
十
年
と
言
ひ
、
其
の
約
条
を
十
日
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

期
す
れ
ば
償
金
百
両
と
言
ふ
が
如
し
。
千
両
の
金
と
十
年
の
懲
役
と
、
百
両
の
償
金
と
十
日
の
違
約
と
両
方
を
掲
げ
て
．
人
の
私
心
を
し

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
其
便
利
と
思
ふ
方
へ
就
か
し
む
る
の
趣
向
な
れ
ば
、
徳
義
の
精
神
は
毫
も
存
す
る
こ
と
な
く
、
其
状
恰
も
飢
え
た
る
犬
猫
に
食
物
を
示

し
て
傍
に
棒
を
振
り
掲
げ
、
喰
は
父
打
た
ん
と
て
威
を
示
す
も
の
の
如
し
」
（
「
文
明
」
四
二
二
八
）
。
「
此
有
様
を
見
て
之
を
考
れ
ば
、
今

の
世
界
は
全
く
悪
人
の
集
る
処
に
し
て
徳
義
の
痕
跡
を
も
見
ず
、
唯
無
情
の
規
則
に
依
頼
し
て
僅
に
事
物
の
順
序
を
保
ち
、
悪
念
内
に
充

満
す
れ
ど
も
規
則
に
制
せ
ら
れ
て
之
を
事
跡
に
顕
は
さ
ず
、
規
則
の
許
す
所
の
極
界
に
至
て
乃
ち
止
り
、
恰
も
鋭
き
刃
の
上
を
歩
す
る
も

の
』
如
し
」
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
（
「
文
明
」
四
．
一
二
九
）
。
こ
こ
に
は
、
法
と
徳
義
（
道
徳
）
の
区
別
が
正
し
く
指
摘
さ
れ
、
国
民
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

己
責
任
に
よ
る
法
の
遵
守
・
不
遵
守
の
選
択
を
説
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

　
③
、
国
民
に
と
っ
て
法
を
遵
守
す
る
の
は
、
「
心
の
中
よ
り
出
た
る
誠
実
に
非
ず
、
勘
定
づ
く
の
誠
」
で
あ
る
と
し
た
。
「
欲
の
た
め
に
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も
利
の
た
め
に
も
誠
実
を
尽
し
て
商
売
の
規
則
を
守
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
此
規
則
を
守
れ
ば
こ
そ
商
売
も
行
は
れ
て
文
明
の
進
歩
を
助
く
可

き
な
り
。
今
の
人
間
世
界
に
て
家
族
と
親
友
と
を
除
く
の
外
は
、
政
府
も
社
会
も
商
売
も
貸
借
も
、
事
々
物
々
、
悉
皆
規
則
に
依
ら
ざ
る

も
の
な
し
」
（
「
文
明
」
四
・
二
一
三
）
と
し
て
法
の
必
要
と
遵
守
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

⑳
、
唯
一
・
有
力
・
中
央
政
府
に
よ
る
法
の
厳
正
な
施
行
．

　
福
沢
は
、
「
国
民
の
自
か
ら
作
り
し
法
」
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
唯
一
・
有
力
・
中
央
政
府
に
よ
っ
て
厳
正
に
施
行
す
べ
き
も
の

で
あ
る
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぺ

　
の
、
法
の
制
定
お
よ
び
施
行
は
「
唯
一
・
中
央
政
府
」
に
よ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
「
都
て
一
国
の
法
は
唯
一
政
府
に
て
施
行
す
可
き

も
の
に
て
．
そ
の
法
の
出
る
処
愈
多
け
れ
ば
、
そ
の
権
力
も
亦
随
て
愈
弱
し
」
（
「
学
問
」
三
．
六
六
）
。
「
都
て
全
国
一
般
に
及
ぼ
し
て
人
．
民

総
体
の
関
係
た
る
可
き
事
は
、
必
ず
政
府
の
一
手
に
引
受
け
国
内
の
各
処
に
於
て
区
々
の
処
置
あ
る
可
ら
ず
．
之
を
中
央
政
府
の
政
権
と

言
ふ
」
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
．
五
七
九
、
明
一
一
）
と
し
た
。

　
働
、
法
を
明
定
し
一
定
不
変
に
施
行
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。
「
社
会
の
人
類
に
は
貧
富
貴
賎
あ
り
智
愚
強
弱
あ
り
て
各
其
利
害
を
殊
に

せ
り
。
此
利
害
の
殊
な
る
種
族
を
合
し
て
之
を
一
処
の
政
府
に
支
配
し
一
定
の
法
を
以
て
制
御
せ
ん
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
（
中
略
）
政
府

た
る
も
の
は
到
底
人
民
個
々
の
意
に
適
す
る
こ
と
能
す
可
ら
ざ
る
も
の
と
覚
悟
を
定
め
、
勉
め
て
其
政
を
簡
に
し
其
法
を
明
に
し
て
一
定

不
変
の
旨
を
主
張
す
る
よ
り
外
に
手
段
あ
る
こ
と
な
し
」
と
し
て
い
る
（
「
民
情
一
新
」
五
．
二
二
、
明
一
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⑥
、
法
の
施
行
は
国
民
に
異
論
あ
る
と
き
も
「
異
論
を
圧
倒
し
て
」
厳
正
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
施
政
の
要
は
厳
正
の
一
点
に

あ
り
。
一
度
び
制
令
と
し
て
発
表
し
た
る
も
の
は
、
如
何
な
る
異
論
あ
る
も
之
が
為
に
変
動
す
る
こ
と
な
く
、
異
論
を
圧
倒
し
尽
し
て
既

発
の
令
を
実
行
す
る
事
に
勉
む
可
し
（
中
略
）
約
東
を
履
て
人
を
制
す
る
も
の
、
之
を
厳
正
と
言
ふ
。
社
会
を
制
す
る
の
勢
力
な
き
も
の
は

政
府
と
言
ふ
可
ら
ず
。
文
明
の
政
府
は
唯
厳
正
の
一
点
に
あ
る
の
み
」
で
あ
る
と
し
た
（
「
時
事
小
言
」
五
．
一
五
六
、
明
一
四
）
．

　
㈱
、
法
を
施
行
す
る
に
は
「
有
力
政
府
」
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。
「
凡
そ
政
府
た
る
者
は
其
中
央
の
一
点
に
権
力
な
か
る
可
ら
ず
。
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蓋
し
此
中
央
点
は
唯
政
府
外
の
人
民
に
対
し
て
政
権
を
張
る
の
み
な
ら
ず
、
政
府
の
内
部
に
在
て
も
屹
然
動
か
ず
、
常
に
重
き
を
為
し
て
、

其
諸
部
分
を
自
由
自
在
に
進
退
左
右
し
（
中
略
）
古
来
我
国
に
て
も
善
政
府
と
称
す
る
も
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
有
力
政
府
の
異
名
に
し
て
、

其
執
政
は
必
ず
無
限
の
権
柄
を
握
り
、
政
府
部
内
を
御
す
る
に
困
難
を
見
ざ
る
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
「
施
政
遍
言
』
一
一
．

四
二
五
、
明
二
一
）
。

㊨
、
不
正
不
便
の
法
に
対
す
る
国
民
の
対
応

　
①
、
福
沢
は
、
「
政
府
人
造
の
悪
法
」
・
「
不
正
不
便
の
国
法
」
・
「
暴
政
」
に
対
し
て
「
人
民
の
分
と
し
て
為
す
可
き
挙
動
」
と
し
て
「
三

箇
条
」
の
方
法
を
述
べ
た
う
え
で
、
「
国
法
は
不
正
不
便
な
り
と
錐
ど
も
、
其
不
正
不
便
を
口
実
に
設
け
て
こ
れ
を
破
る
の
理
な
し
」
（
「
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
し

問
」
三
・
七
一
）
、
「
如
何
な
る
暴
政
の
下
に
居
て
如
何
な
る
過
酷
の
法
に
窒
め
ら
る
』
も
、
其
苦
痛
を
忍
ん
で
我
志
を
挫
く
こ
と
な
く
、

唯
正
理
を
唱
え
て
政
府
に
迫
る
こ
と
な
り
（
中
略
）
理
の
在
る
所
は
こ
の
論
に
由
て
既
に
明
な
れ
ば
．
天
然
の
人
心
こ
れ
に
服
せ
ざ
る
こ
と

な
し
」
（
「
学
問
」
三
・
七
五
）
と
し
、
「
若
し
事
実
に
お
い
て
不
正
不
便
の
箇
条
あ
ら
ぽ
、
一
国
の
支
配
人
た
る
政
府
を
説
き
勧
め
て
静
に

其
法
を
改
め
し
む
可
し
。
政
府
若
し
我
説
に
従
は
ず
ん
ば
、
且
力
を
尽
く
し
且
堪
忍
し
て
時
節
を
待
つ
可
き
な
り
』
（
「
学
問
」
三
．
七
一
）

と
し
て
、
政
府
に
よ
る
法
の
改
変
を
求
め
る
こ
と
を
勧
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ん

　
の
、
「
政
府
を
説
き
勧
め
て
法
を
改
し
む
る
」
に
は
、
「
衆
論
の
向
ふ
所
は
天
下
に
敵
な
し
、
奈
何
ぞ
政
府
の
区
々
た
る
を
患
ふ
る
に
足

ら
ん
（
中
略
）
政
府
は
固
よ
り
衆
論
に
従
て
方
向
を
改
む
る
も
の
な
り
」
（
「
文
明
」
四
．
六
七
）
と
し
、
「
独
り
恐
る
可
き
は
天
下
一
般
の
人
心

に
し
て
、
人
心
の
向
ふ
所
に
は
政
府
も
敵
対
す
る
を
得
ず
」
と
し
て
「
政
府
交
代
の
妙
機
」
（
「
時
事
小
言
」
五
．
一
六
五
）
な
ど
、
国
法
改

変
の
力
学
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

丸
山
真
男
・
「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
・
上
一
三
〇
頁
。

丸
山
真
男
「
解
題
」
（
福
沢
諭
吉
選
集
第
四
巻
）
（
昭
和
二
七
年
）
三
九
六
頁
。

丸
山
真
男
・
「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
・
中
二
八
○
頁
は
「
ど
う
し
て
福
沢
が
維
新
直
後
に
す
で
に
こ
う
い
う
ル
ー
ル
感
覚
、

近
代
法
的
な
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思
考
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
、
の
方
が
不
思
議
な
気
が
し
ま
す
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
「
権
利
」
お
よ
び
「
人
権
」
（
私
権
）
に
つ
い
て

e
、
「
権
利
」
と
「
分
限
」

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
福
沢
は
、
「
権
利
」
と
は
、
「
分
限
」
の
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
人
た
る
者
の
分
限
を
誤
ら
ず
し
て
世
を
渡
る
と
き
は
、
人
に
餐
め

ら
る
x
こ
と
も
な
く
、
罰
せ
ら
る
』
こ
と
も
な
か
る
可
し
。
こ
れ
人
間
の
権
義
と
言
ふ
な
り
。
人
た
る
者
は
他
人
の
権
義
を
妨
げ
ざ
れ
ば

自
由
自
在
に
己
が
身
体
を
用
ひ
る
の
理
な
り
」
（
「
学
問
」
三
．
七
九
）
と
し
、
「
其
分
限
と
は
、
天
の
道
理
に
基
き
人
の
情
に
従
い
、
他
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
妨
げ
を
為
さ
ず
し
て
我
一
身
の
自
由
を
達
す
る
事
な
り
」
（
「
学
問
』
三
二
三
）
と
し
て
い
た
。

　
次
い
で
、
「
通
俗
民
権
論
」
に
お
い
て
は
、
「
権
と
は
分
と
言
ふ
義
に
読
ん
で
可
な
ら
ん
。
即
ち
、
身
分
と
言
ひ
、
本
分
と
言
ひ
、
分
限

と
言
ひ
、
一
分
と
言
ふ
が
如
き
、
分
の
字
に
は
自
か
ら
権
理
の
意
味
あ
り
」
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
・
五
七
三
）
と
し
、
「
通
俗
国
権
論
」
に
お

い
て
も
、
「
権
と
は
我
了
簡
次
策
に
し
て
他
人
よ
り
差
図
す
る
こ
と
の
叶
は
ぬ
力
を
言
ふ
義
に
し
て
、
聯
か
も
他
人
の
豫
を
容
る
る
こ
と

能
は
ざ
る
所
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
「
通
俗
国
権
論
」
四
・
六
〇
八
）
。

　
福
沢
に
お
い
て
「
権
利
」
と
は
、
国
民
お
よ
び
国
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
主
体
独
自
の
支
配
領
域
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

⇔
、
民
権
・
人
権
・
私
権

　
ω
、
福
沢
は
、
「
人
の
権
理
通
義
」
に
つ
い
て
、
多
く
の
場
合
、
「
民
権
」
と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
時
事
大
勢
論
」
（
五
・
三
二

七
、
明
一
五
）
に
お
い
て
は
「
人
権
」
を
も
併
用
し
、
「
私
権
論
」
（
一
一
・
三
七
五
）
お
よ
び
「
日
本
男
子
論
」
（
五
・
六
二
四
、
明
二
一
）
な

ど
で
は
「
私
権
」
と
称
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
「
自
由
民
権
論
」
は
当
時
既
に
広
く
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
福
沢
は
、
人
権
・
私
権
の
重
要
性
を
強
調
し
、
こ
れ
を
重
視
し
な
い
「
今
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ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

の
民
権
論
者
」
と
の
違
い
を
強
調
し
た
。
「
今
の
民
権
論
者
」
は
「
天
下
の
公
議
論
を
論
じ
て
、
実
際
に
借
財
の
私
義
理
（
私
権
）
を
欠
く

を
如
何
せ
ん
」
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
・
五
八
九
）
．
「
今
の
論
者
も
近
年
新
に
民
権
自
由
の
論
を
知
り
、
初
て
演
説
等
の
愉
快
を
覚
へ
、
其
珍

し
さ
の
余
り
に
之
を
濫
用
す
る
者
に
し
て
、
熱
心
の
熱
は
悉
皆
外
部
に
発
顕
し
、
恰
も
内
に
含
有
す
可
き
潜
伏
熱
な
く
、
以
て
思
想
の
混

乱
を
も
生
じ
」
（
「
時
事
小
言
」
五
・
一
二
一
）
．
「
今
の
政
談
者
流
の
一
部
分
を
見
る
に
、
本
来
私
権
の
重
き
を
知
ら
ず
、
軽
々
之
を
看
過
し

て
唯
熱
し
て
政
権
を
求
め
（
中
略
）
唯
自
我
の
功
名
心
を
慰
め
て
一
身
の
富
貴
を
求
む
る
者
な
れ
ば
（
中
略
）
到
底
依
頼
す
可
き
数
に
非
ず
」

（
「
私
権
論
」
一
蝋
．
三
八
八
）
と
ま
で
述
ぺ
て
一
貫
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。

　
働
、
「
人
の
権
理
通
義
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
人
と
人
と
の
釣
合
を
問
え
ば
こ
れ
を
同
等
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
但
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

其
同
等
と
は
有
様
の
等
し
き
を
云
ふ
に
非
ず
、
権
利
通
義
の
等
し
き
を
云
ふ
な
り
」
と
し
、
「
其
権
理
通
義
と
は
、
人
々
其
命
を
重
ん
じ
、

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

其
身
代
所
持
の
物
を
守
り
、
其
面
目
名
誉
を
大
切
に
す
る
の
大
義
な
り
（
中
略
）
人
々
を
し
て
こ
の
通
義
を
遂
げ
し
む
る
の
仕
掛
を
設
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

る
も
の
な
れ
ば
、
何
等
の
事
あ
る
も
人
力
を
以
て
こ
れ
を
害
す
可
ら
ず
」
（
「
学
問
」
三
・
三
八
）
と
述
べ
、
「
各
其
権
理
通
義
を
逞
し
ふ
し

て
少
し
も
妨
を
為
す
の
理
な
し
」
（
「
学
問
」
三
．
三
九
）
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
人
権
（
私
権
）
の
内
容
と
不
可
侵
性
が
説
か
れ
、
こ
れ

が
終
生
変
わ
る
こ
と
な
く
強
調
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
明
治
三
〇
年
の
執
筆
に
な
る
「
人
生
名
誉
の
権
利
」
（
「
福
翁
百
話
」
六
・
三
七
六
、
明
三
〇
）
に
お
い
て
も
、
「
凡
そ
人
生
に
は
自
主
自
由

ヤ
　
　
ヤ

の
権
あ
り
（
中
略
）
名
誉
生
命
私
有
は
正
し
く
同
一
様
に
し
て
、
富
貴
巨
万
の
財
産
も
乞
食
の
嚢
中
に
あ
る
一
文
の
銭
も
、
共
に
其
人
に
属

す
る
私
有
に
し
て
之
を
犯
す
可
ら
ず
。
生
命
も
斯
の
如
し
、
名
誉
も
斯
の
如
し
。
人
の
命
に
貴
賎
の
別
な
き
は
勿
論
、
謂
れ
な
き
事
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
辱
し
む
可
ら
ず
。
人
々
自
か
ら
名
誉
生
命
私
有
の
権
を
衛
る
こ
と
こ
そ
、
即
ち
其
人
に
属
す
る
自
由
な
れ
ば
（
中
略
）
自
分
の
自
由
を
逞

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ふ
す
る
と
同
時
に
他
の
自
由
を
重
ん
ず
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
平
等
の
自
由
は
見
る
可
ら
ず
」
と
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
財
産
の
大
切
な
る
由
縁
」
に
つ
い
て
は
、
「
財
産
は
人
の
智
徳
を
発
揚
し
て
其
働
を
実
際
に
行
わ
し
む
る
方
便
」
で
あ
っ
て
（
「
通
俗
民

権
論
」
四
．
五
八
八
）
、
「
人
生
の
私
有
は
、
生
命
栄
誉
と
共
に
貴
重
な
る
も
の
に
し
て
、
其
得
失
は
身
の
一
大
事
た
る
も
の
」
（
「
私
権
論
」
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一
一
・
三
八
○
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
と
く
に
、
「
栄
誉
を
尊
ぶ
べ
き
由
縁
」
に
つ
い
て
は
、
「
官
尊
民
卑
」
と
『
権
力
の
偏
重
」
を
改
め
、
コ
身
の
自
由
・
独
立
』
を
図
る

た
め
に
も
、
「
人
の
栄
誉
」
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
「
日
本
の
人
民
は
官
途
の
人
に
接
し
て
自
家
の
栄
誉
の
何

も
の
た
る
を
知
ら
ず
、
其
交
際
応
対
常
に
卑
屈
を
極
む
れ
ば
、
官
途
の
人
も
亦
こ
れ
に
交
は
る
に
礼
を
用
る
も
の
少
く
、
筍
も
御
用
と
あ

れ
ば
同
等
同
権
の
国
民
に
て
あ
り
な
が
ら
、
相
互
の
言
語
挙
動
に
上
下
天
淵
の
差
別
を
現
は
す
其
様
は
、
之
を
傍
観
し
て
も
気
の
毒
に
堪

え
ず
」
（
「
社
会
の
形
成
学
者
の
方
向
』
一
一
・
一
九
四
、
明
二
〇
）
と
述
べ
、
こ
の
「
人
民
の
卑
屈
心
」
を
一
掃
し
、
「
日
本
国
人
の
骨
に
徹
し

た
る
官
尊
民
卑
の
宿
弊
」
（
「
私
権
論
』
一
一
・
三
七
九
）
を
改
め
る
に
も
、
「
人
の
栄
誉
」
を
「
人
権
』
と
し
て
尊
重
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
国
民
相
互
間
お
よ
び
官
民
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
と
し
て
の
尊
厳
・
「
自
由
独
立
の
気
風
」
の
尊
重
が
と
り
も
な

お
さ
ず
「
人
の
栄
誉
」
」
で
あ
る
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
③
、
「
人
の
心
身
の
働
」
と
「
人
権
」
（
私
権
）

　
福
沢
に
お
い
て
「
人
の
権
理
通
義
」
と
は
、
「
人
の
生
命
私
有
栄
誉
の
権
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
内
実
は
、
「
人
の
心
身
の
働
」

（
人
の
人
間
的
諸
能
力
の
十
全
な
展
開
）
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
学
間
の
す
』
め
」
初
編
に
お
い
て
、
「
万
物
の
霊
た
る
身
と
心
の
働
（
生
命
．
人
間
的
諸
能
力
）
を
以
て
天
地
の
間
に
あ
る
よ
ろ
づ
の
物

を
資
り
（
私
有
）
、
以
て
衣
食
住
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
、
互
に
人
の
妨
を
な
さ
ず
し
て
（
自
由
．
栄
誉
）
各
安
楽
に
此
世
を
渡
ら
し
め
給

う
（
文
明
の
進
歩
）
の
趣
意
」
（
「
学
間
」
三
・
二
九
、
（
）
内
筆
者
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
同
九
編
に
お
い
て
は
、
「
人
の
心
身
の
働
」

を
二
様
に
区
分
し
、
第
一
は
「
一
人
た
る
身
に
就
て
の
働
」
で
あ
っ
て
、
「
心
身
の
働
を
以
て
衣
食
住
の
安
楽
を
致
す
も
の
』
（
人
間
的
諸

能
力
お
よ
び
私
有
）
で
あ
る
と
し
、
第
二
は
「
人
間
交
際
の
仲
に
居
り
其
交
際
の
身
に
就
て
の
働
」
で
あ
っ
て
、
「
人
の
性
は
群
居
を
好
み

（
中
略
）
広
く
他
人
と
交
り
、
其
交
愈
広
け
れ
ば
一
身
の
幸
福
愈
大
な
る
を
覚
る
も
の
に
て
（
中
略
）
既
に
世
間
に
居
て
其
交
際
中
の
一
人
と

な
れ
ば
、
亦
随
て
其
義
務
な
か
る
可
ら
ず
」
（
自
主
自
由
・
平
等
）
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
学
問
』
三
．
八
七
）
．
ま
た
、
「
ヱ
イ
ラ
ン
ド
」
・
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「
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
」
中
の
「
身
体
」
「
智
恵
」
「
情
欲
」
「
至
誠
の
本
心
」
「
意
思
」
を
挙
げ
、
「
以
上
五
の
者
は
人
に
歓
く
可
ら
ざ
る
性

質
に
し
て
、
此
性
質
の
力
を
自
由
自
在
に
取
扱
い
、
以
て
一
身
の
独
立
を
為
す
も
の
な
り
（
中
略
）
我
も
こ
の
力
を
用
い
他
も
こ
の
力
を
用

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

い
て
相
互
に
其
働
を
妨
げ
ざ
る
を
言
う
な
り
。
こ
れ
を
人
間
の
権
義
と
言
う
な
り
」
と
し
て
い
た
（
「
学
間
」
三
．
七
九
）
。
「
人
問
活
溌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

気
力
は
物
に
接
せ
ざ
れ
ば
生
じ
難
し
。
自
由
に
言
は
し
め
、
自
由
に
働
か
し
め
、
富
貴
も
貧
賎
も
唯
本
人
の
自
か
ら
取
る
に
任
し
て
之
を

ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

妨
ぐ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
「
学
問
」
三
・
一
一
四
）
。
そ
し
て
、
「
元
来
文
明
と
は
、
人
の
智
徳
を
進
め
人
々
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

躬
か
ら
其
身
を
支
配
し
て
世
間
相
交
り
、
相
害
す
る
こ
と
も
な
く
害
せ
ら
る
る
こ
と
も
な
く
、
各
そ
の
権
義
を
達
し
て
一
般
の
安
全
繁
昌

を
致
す
を
言
ふ
な
り
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
学
間
』
三
．
七
五
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
そ
れ
ゆ
え
福
沢
は
、
「
文
明
の
事
を
行
う
者
は
私
立
の
人
民
に
し
て
、
其
文
明
を
護
す
る
者
は
政
府
な
り
」
と
し
、
「
文
明
の
事
件
は
尽

く
取
て
我
私
有
と
為
し
、
国
民
の
先
を
為
し
て
政
府
と
相
助
け
、
官
の
力
と
私
の
力
と
互
に
平
均
し
て
一
国
全
体
の
力
を
増
す
」
べ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

の
と
し
た
（
「
学
問
」
三
・
六
哨
）
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
民
は
、
「
先
ず
私
立
の
地
位
を
占
め
」
「
凡
そ
国
民
た
る
分
限
に
越
え
ざ
る
事
は
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

韓
を
渾
ら
ず
し
て
こ
れ
を
行
い
」
「
政
令
信
な
ら
ず
し
て
曲
を
被
る
こ
と
あ
ら
ば
、
我
地
位
に
屈
せ
ず
し
て
こ
れ
を
論
じ
」
「
旧
弊
を
除
て

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

民
権
を
恢
復
せ
ん
こ
と
方
今
至
急
の
要
務
な
り
」
「
固
よ
り
私
立
の
事
業
は
多
端
」
に
し
て
「
唯
天
下
の
人
に
私
立
の
方
向
を
知
ら
し
め
」

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
今
我
よ
り
私
立
の
実
例
を
示
し
」
「
学
者
は
学
者
に
て
私
に
事
を
行
ふ
可
し
、
町
人
は
町
人
に
て
私
に
事
を
為
す
可
し
、
政
府
は
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

政
府
な
り
、
人
民
も
日
本
の
人
民
な
り
（
中
略
）
人
民
漸
く
向
ふ
所
を
明
に
し
、
上
下
固
有
の
気
風
も
次
第
に
消
滅
し
て
、
始
め
て
真
の
日

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

本
国
民
を
生
じ
、
政
府
の
玩
具
た
ら
ず
し
て
政
府
の
刺
衝
と
為
」
る
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
（
「
学
問
」
三
．
五
三
）
。

　
㈲
．
「
私
権
を
堅
固
に
す
る
は
立
国
の
大
本
に
し
て
、
政
府
は
第
二
の
要
な
り
」

　
「
学
問
の
す
N
め
」
に
お
い
て
す
で
に
、
「
国
民
は
国
民
た
る
の
分
限
を
尽
し
、
政
府
は
政
府
た
る
の
分
限
を
尽
し
、
互
に
相
助
け
以
て

全
国
の
独
立
を
維
持
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
（
「
学
問
」
三
．
四
九
）
と
し
て
い
た
。
「
国
民
た
る
の
分
限
」
は
即
ち
「
人
の
権
義
」
で
あ
っ
て
、

「
人
の
身
心
の
働
」
を
以
て
す
る
「
人
の
生
命
私
有
栄
誉
の
権
」
を
伸
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
政
府
の
分
限
』
は
、
「
政
令
の
権
柄
』
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

等
に
よ
り
「
国
民
の
名
代
に
て
国
民
の
思
う
所
に
従
い
事
を
為
す
も
の
』
（
『
学
問
」
三
．
六
三
）
で
あ
っ
て
、
「
唯
其
事
（
国
民
の
行
う
工
夫
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

明
な
ど
文
明
進
歩
に
ょ
る
人
民
無
量
の
幸
福
ー
筆
者
）
を
妨
げ
ず
し
て
適
宜
に
行
は
れ
し
め
、
人
心
の
向
う
所
を
察
し
て
こ
れ
を
保
護
す
る

の
み
」
（
「
学
問
」
三
・
六
一
）
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
一
身
の
私
に
就
て
は
、
一
毫
の
事
と
錐
ど
も
豊
政
府
を
し
て
豫
を
入
れ
し
め

ん
や
」
（
「
文
明
」
四
．
一
二
二
）
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
通
俗
民
権
論
」
（
明
二
）
に
お
い
て
は
、
「
民
権
と
は
人
民
た
る
者
の
一
分
な
り
」
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
．
五
七
四
）
と
し
、
「
民
権
伸
び

ざ
る
も
の
あ
り
。
人
民
と
政
府
と
の
釣
合
は
、
此
民
権
の
伸
る
と
縮
る
と
の
間
に
在
り
」
（
同
四
．
五
七
五
）
と
い
う
。

　
右
の
「
民
権
の
伸
び
ざ
る
原
因
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
古
来
の
習
慣
と
官
民
の
不
注
意
」
に
あ
る
と
い
う
。
「
維
新
以
前
の
日
本
人

も
以
後
の
日
本
人
も
其
智
恵
に
著
し
き
相
違
あ
る
可
ら
ず
。
然
る
に
民
権
の
伸
縮
如
何
を
尋
ね
れ
ば
、
今
日
の
人
民
は
昔
日
に
比
し
て
大

に
其
権
利
を
伸
ば
し
、
政
府
は
大
に
其
圧
制
を
減
じ
た
り
」
「
僅
に
十
余
年
の
間
に
官
民
の
釣
合
、
雲
泥
の
相
違
と
言
ふ
可
し
」
「
智
愚
を

目
安
に
せ
ず
し
て
民
権
に
伸
縮
あ
れ
ば
、
其
伸
縮
の
原
因
は
国
の
習
慣
風
俗
に
在
り
（
中
略
）
人
民
た
る
も
の
が
少
し
く
旧
習
を
脱
し
て
心

を
用
る
こ
と
あ
ら
ば
、
必
ず
大
に
民
権
を
伸
す
に
至
る
可
し
』
（
同
四
．
五
七
八
）
と
し
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
、
「
民
権
を
伸
す
の
法
」
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
ょ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
政
府
の
智
力
（
の
数
）
は
少
な
し
と
錐
ど
も
（
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

量
多
く
し
て
）
純
粋
な
る
が
如
く
、
人
民
の
智
力
は
多
し
と
錐
ど
も
水
に
和
し
た
る
が
如
し
（
稀
し
）
」
「
結
局
政
府
と
人
民
と
其
智
力
相
互

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
拮
抗
す
る
ま
で
は
、
民
権
を
伸
ば
す
の
日
あ
る
可
ら
ず
」
（
同
四
．
五
七
八
、
（
）
内
筆
者
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
唯
人
民
一
般
の
智
力
を
養

ひ
育
て
、
根
気
よ
く
己
が
説
を
唱
へ
、
己
が
一
分
を
主
張
す
る
の
一
策
あ
る
の
み
」
（
同
四
．
五
七
七
）
．
「
人
民
の
要
は
徒
に
引
込
思
案
を

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
㍉
　
、
　
、
　
、

為
す
よ
り
も
、
妨
な
き
所
ま
で
出
張
り
て
事
を
為
す
に
在
り
」
（
同
四
．
五
八
三
）
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
私
権
論
」
（
明
二
〇
．
一
〇
）
は
、
「
素
と
官
尊
民
卑
の
宿
弊
を
憂
る
に
出
た
る
も
の
に
し
て
．
官
辺
の
漫
に
高
く
し
て
人
民
の
謂
れ
も

な
く
低
き
は
、
日
本
社
会
の
為
め
に
宜
し
か
ら
ず
、
人
民
は
自
家
の
私
権
を
重
ん
」
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
（
「
私
権
論
」
一
τ
二
八
二
）
。
「
何
れ
の
国
に
於
て
も
其
人
民
の
私
権
を
重
ん
ぜ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
私
有
、
生
命
、
栄
誉
、
共
に
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

危
く
し
て
、
甚
だ
し
き
は
弱
肉
強
食
の
惨
状
を
呈
し
、
一
日
も
立
国
の
体
を
な
さ
父
る
可
し
。
左
れ
ば
人
民
の
私
権
を
堅
固
に
す
る
は
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

国
の
大
本
に
し
て
、
之
に
政
権
を
得
せ
し
む
る
は
第
二
の
要
な
り
」
と
し
た
（
同
二
．
三
八
四
）
。
「
私
権
未
だ
固
か
ら
ず
」
コ
身
の
私

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

権
を
衛
る
の
工
風
こ
そ
肝
要
な
る
可
し
」
（
同
一
一
．
三
八
六
）
と
し
、
「
政
府
は
今
よ
り
特
に
注
意
し
て
国
民
の
私
権
を
重
ん
ず
る
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

に
進
ま
ん
こ
と
翼
望
に
耐
え
ず
（
中
略
）
国
中
に
私
権
の
基
を
固
く
す
る
の
一
事
は
、
至
大
至
重
の
要
件
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た

（
同
一
一
・
三
八
九
）
。

　
⑤
、
「
法
律
の
功
徳
に
は
厚
薄
あ
る
が
如
し
」

　
福
沢
は
、
右
の
よ
う
に
「
民
権
」
（
人
権
・
私
権
）
を
「
立
国
大
本
」
と
説
き
、
そ
の
伸
張
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
結

果
も
し
く
は
反
面
を
も
鋭
く
指
摘
し
て
い
た
。
既
に
「
通
俗
民
権
論
」
（
明
一
一
）
に
お
い
て
、
「
西
洋
諸
国
に
て
法
律
を
喧
し
く
唱
立
て
、

私
有
の
権
利
を
言
へ
ば
髪
の
毛
の
端
を
も
争
ひ
、
次
第
に
財
産
を
積
み
貯
れ
ば
世
々
子
孫
こ
れ
を
失
ふ
の
心
配
な
く
し
て
安
閑
気
楽
に
此

世
を
渡
り
、
貧
人
は
貧
極
り
て
衣
食
を
得
る
の
方
便
な
き
に
苦
し
み
、
富
人
は
富
極
り
て
其
富
を
用
る
の
方
便
な
き
に
苦
し
む
が
如
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
の
で
あ
っ
て
（
「
通
俗
民
権
論
」
五
・
五
七
七
）
、
「
武
門
の
封
建
世
禄
は
変
じ
て
金
銭
の
封
建
世
禄
と
為
り
、
人
民
社
会
相
互
の
圧
制
は
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
旧
に
異
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
な
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
（
「
通
俗
国
権
論
」
五
．
六
二
九
）
。
「
武
門
の
封
建
世
禄
」
は
「
政
府
と
人
と
相
対

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
た
る
圧
制
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
貧
富
（
金
銭
）
の
封
建
世
禄
は
、
全
国
人
民
の
間
に
相
互
に
行
は
る
工
圧
制
」
で
あ
る
と
し
て
い
た

（
「
通
俗
民
権
論
」
五
・
五
七
七
）
。
そ
の
た
め
、
「
法
の
精
神
も
著
書
の
趣
意
も
十
に
八
、
九
は
大
概
皆
富
人
の
為
に
便
利
な
る
も
の
多
く
し

て
、
恰
も
貧
人
に
因
果
を
諭
す
が
如
く
な
る
を
常
と
す
」
（
「
通
俗
国
権
論
』
五
．
六
二
九
）
と
ま
で
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
貧
富
論
」
（
明
二
四
）
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
敷
術
し
て
、
「
文
明
の
法
律
は
栄
誉
生
命
私
有
を
保
護
す
る
も
の
に
し
て
、
貧
富

強
弱
智
愚
の
別
な
く
各
そ
の
処
を
得
せ
し
む
る
の
精
神
な
れ
ど
も
、
今
の
人
事
の
実
際
に
於
て
、
社
会
の
上
流
と
下
流
と
を
区
別
し
て
、

執
れ
か
法
律
の
功
徳
利
益
を
被
る
こ
と
大
な
る
や
と
問
へ
ぽ
、
之
を
平
均
し
て
上
流
社
会
に
利
す
る
者
多
し
と
答
え
ざ
る
を
得
ず
。
就
中

私
有
保
護
の
一
事
に
至
り
て
は
、
下
流
社
会
に
は
保
護
を
要
す
る
も
の
少
な
け
れ
ば
其
割
合
に
法
の
功
徳
も
亦
少
な
し
」
と
し
、
「
民
商
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法
の
如
き
も
、
詰
る
所
は
国
民
の
私
有
権
を
固
く
す
る
も
の
な
れ
ば
、
年
月
を
経
て
新
法
の
行
は
る
』
に
従
ひ
、
次
第
く
に
其
徳
沢
を

被
る
者
は
上
流
の
富
豪
者
に
こ
そ
あ
れ
、
貧
者
は
次
第
く
に
窮
窟
を
感
ず
可
き
の
み
」
（
「
貧
富
論
」
一
三
．
八
五
）
と
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
福
沢
が
既
に
「
学
問
の
す
』
め
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
人
の
「
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

様
の
相
違
」
に
か
か
わ
ら
ず
「
権
利
に
お
い
て
同
等
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
同
時
に
、
「
権
利
の
同
等
」
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
「
有
様
の

、
、
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

相
違
」
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
（
1
）
　
「
権
利
」
（
ラ
イ
ト
）
に
つ
い
て
は
、
「
通
義
（
「
西
洋
事
情
外
編
」
一
・
三
九
二
、
「
西
洋
事
情
二
編
」
一
・
四
九
三
、
慶
感
三
）
、
「
権
利
通
義
」

　
　
（
「
学
問
」
三
・
三
七
な
ど
）
、
「
権
義
」
（
「
学
問
」
三
・
四
二
、
「
文
明
」
四
・
四
〇
、
一
四
七
な
ど
）
、
「
権
理
」
（
「
通
俗
民
権
論
』
四
・
五
七
三
、

　
　
五
七
八
な
ど
）
、
「
権
利
」
（
「
時
事
小
言
」
五
・
一
五
〇
な
ど
）
な
ど
と
、
時
期
に
よ
っ
て
用
語
を
異
に
す
る
。
石
田
雄
・
日
本
近
代
思
想
史
に
お
け

　
　
る
法
と
政
治
・
八
七
頁
以
下
参
照
。

　
（
2
）
　
「
西
洋
事
情
二
編
』
（
一
・
四
九
三
以
下
）
に
お
い
て
す
で
に
『
人
の
通
義
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
．

　
（
3
）
　
「
栄
誉
」
と
「
自
由
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
安
西
敏
三
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
西
欧
政
治
思
想
の
摂
取
と
そ
の
展
開
に
関
す
る
一
考
察
』
法

　
　
学
研
究
五
三
・
二
・
八
二
以
下
参
照
．

　
（
4
）
　
前
稿
に
お
い
て
は
、
「
有
様
の
相
違
」
と
「
権
利
の
同
等
」
と
の
間
の
特
殊
”
近
代
的
な
問
題
性
、
近
代
法
の
問
題
性
と
述
べ
た
が
、
む
し
ろ

　
　
法
的
規
律
の
一
般
性
お
よ
び
特
殊
法
的
規
律
に
お
け
る
立
法
政
策
の
間
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
、
「
政
権
」
（
公
権
）
お
よ
び
「
分
権
」
（
治
権
）
に
つ
い
て

e
．
「
政
権
」
（
公
権
）

　
福
沢
に
お
い
て
は
、
「
政
権
」
は
、
人
権
（
民
権
・
私
権
）
に
対
し
て
、
「
公
権
」
と
称
さ
れ
て
い
た
（
「
私
権
論
」
一
一
・
三
八
四
）
．

　
ω
、
「
学
間
の
す
N
め
」
に
お
い
て
、
「
政
府
の
職
分
」
は
、
「
人
民
の
委
任
を
引
受
け
、
其
約
束
に
従
て
」
「
人
民
の
名
代
と
な
り
て
法
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を
施
し
」
「
一
国
の
人
を
し
て
貴
賎
上
下
の
別
な
く
何
れ
も
其
権
義
を
逞
し
う
せ
し
め
」
「
人
民
を
保
護
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た

（
「
学
問
」
三
・
四
q
七
二
）
。
そ
れ
ゆ
え
「
文
明
論
之
概
略
」
に
お
い
て
も
、
「
政
府
よ
く
人
民
を
保
護
し
小
弱
を
扶
助
し
て
強
暴
を
制
す

る
は
即
ち
其
当
務
の
職
掌
」
で
あ
っ
て
（
「
文
明
」
四
・
一
二
一
）
、
「
昔
は
政
府
、
法
を
設
け
て
人
民
を
保
護
せ
し
も
の
、
今
日
は
人
民
、

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

法
を
設
け
て
政
府
の
専
制
を
防
ぎ
、
以
て
自
か
ら
保
護
す
る
」
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
（
「
文
明
」
四
．
コ
三
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
福
沢
に
よ
れ
ば
、
政
権
お
よ
び
参
政
権
の
発
端
は
「
私
権
の
思
想
に
胚
胎
す
る
」
（
「
私
権
論
」
一
一
．
三
八
七
）
と
い
う
。
蓋
し
、
政
府

は
「
衆
論
の
向
う
所
」
を
察
し
、
政
権
は
こ
れ
に
従
い
「
人
権
」
（
私
権
）
を
保
護
す
べ
き
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
そ
れ

　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
ち
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ゆ
え
、
「
政
府
の
権
力
の
及
ぶ
べ
き
限
り
と
人
民
の
権
力
の
伸
す
限
り
と
其
分
界
を
明
に
し
て
、
相
互
に
其
境
を
守
り
相
互
に
侵
入
を
許

さ
ず
、
法
律
上
に
政
権
の
在
る
所
は
政
府
の
領
分
に
し
て
、
如
何
な
る
事
情
あ
る
も
人
民
に
一
毫
の
我
儘
も
許
さ
ず
、
法
律
上
に
人
権
の

存
す
る
所
は
人
民
の
領
分
に
し
て
、
如
何
な
る
事
情
あ
る
も
政
府
に
一
毫
の
我
儘
も
許
さ
ず
、
筍
も
法
律
を
外
れ
て
は
双
方
相
互
に
取
り

も
せ
ず
与
へ
も
せ
ず
し
て
相
対
し
、
共
に
一
国
の
栄
誉
幸
福
を
目
的
と
し
て
文
明
に
進
歩
す
る
も
の
（
「
士
人
盧
世
論
」
五
．
五
四
二
、
明
一

八
）
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
安
寧
策
」
（
明
二
三
）
に
お
い
て
は
、
本
来
政
府
た
る
も
の
は
、
「
民
の
権
利
を
重
ん
じ
立
国
の
根
本
を
固
く
し
」
「
議
定
し
た
る
法
律

を
執
行
し
て
国
内
の
治
安
を
保
ち
、
万
般
の
害
悪
を
防
て
民
利
を
保
護
す
る
に
止
ま
り
、
或
は
一
歩
を
進
め
て
其
民
利
の
道
を
発
達
せ
し

む
る
が
為
め
法
を
設
く
る
こ
と
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
是
と
て
も
唯
そ
の
発
達
の
妨
と
為
る
可
き
害
悪
を
圧
す
る
の
み
。
即
ち
政
府
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
都
て
消
極
を
専
一
と
し
積
極
の
興
理
に
在
ら
ず
」
と
し
、
「
政
府
は
民
利
に
対
し
て
常
に
消
極
妨
害
の
地
位
に
居
り
、
民
の
利
益
は
民

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

を
し
て
自
か
ら
経
営
せ
し
め
、
之
を
一
国
民
の
権
利
と
し
て
毫
も
犯
す
こ
と
な
く
、
自
由
自
在
に
任
せ
て
之
を
重
ん
ず
る
と
同
時
に
（
中

略
）
仮
令
へ
立
憲
政
体
の
政
党
政
府
に
て
も
、
筍
も
其
現
政
府
の
あ
ら
ん
限
り
は
自
家
の
主
義
を
以
て
施
政
の
方
針
を
定
め
、
他
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

啄
を
容
れ
し
め
ず
」
と
し
て
、
政
府
の
機
能
を
「
妨
害
の
妨
害
」
に
限
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
安
寧
策
」
一
二
．
四
五
六
）
．

　
の
、
「
政
府
の
領
分
」
・
政
権
の
任
務
は
、
「
人
権
の
保
護
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
政
権
は
時
と
し
て
そ
の
領
分
・
任
務
を
超
え
て
、
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「
人
民
の
領
分
」
・
「
人
権
」
を
侵
す
こ
と
が
あ
る
。
政
府
は
「
貧
富
強
弱
の
有
様
を
悪
し
き
道
具
に
用
い
、
政
府
富
強
の
勢
を
以
て
貧
弱

な
る
人
民
の
権
理
通
義
を
妨
る
の
場
合
に
至
る
」
（
「
学
問
」
三
・
四
〇
）
こ
と
が
あ
り
、
「
武
備
文
学
よ
り
工
業
商
売
に
至
る
ま
で
、
人
間

些
末
の
事
務
と
難
ど
も
政
府
の
関
ら
ざ
る
も
の
」
の
な
い
状
況
に
あ
っ
た
（
「
学
問
」
三
．
五
九
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
日
本
の
武
人
の
権
力
は

ゴ
ム
の
如
く
、
其
相
接
す
る
所
の
物
に
従
て
縮
張
の
趣
を
異
に
し
、
下
に
接
す
れ
ば
大
に
膨
張
し
、
上
に
接
す
れ
ば
頓
に
収
縮
す
る
の
性

あ
り
」
（
「
文
明
」
四
・
一
六
六
）
、
そ
の
た
め
「
政
府
の
手
を
以
て
自
ら
事
を
行
へ
ば
、
結
局
浪
費
乱
用
の
弊
を
免
れ
難
し
」
（
「
分
権
論
』

四
・
二
七
二
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
二
〇
年
代
に
お
い
て
さ
え
、
「
日
本
政
府
は
二
十
余
年
来
そ
の
政
を
行
ふ
に
政
権
と
人
権
と

を
区
別
す
る
こ
と
頴
敏
な
ら
ず
し
て
、
政
府
の
当
さ
に
執
る
可
き
政
権
の
外
に
逸
し
、
自
家
の
権
力
は
甚
だ
堅
固
な
ら
ず
し
て
却
て
人
民

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
向
て
其
私
権
を
犯
す
も
の
少
な
か
ら
ざ
る
が
如
し
」
（
「
安
寧
策
」
一
二
．
四
五
六
）
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
に
つ

い
て
は
．
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
官
尊
民
卑
」
の
気
風
な
ど
、
「
古
来
の
習
慣
と
官
民
の
不
注
意
」
、
総
じ
て
「
権
力
偏
重
の
惑
溺
」

に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⇔
、
治
権
（
地
方
分
権
）

　
①
、
福
沢
は
「
分
権
論
」
（
明
一
〇
）
に
お
い
て
、
広
義
の
「
政
権
」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
政
権
」
と
「
治
権
」
（
分
権
）
と
に
区
別
し
た
。

前
者
は
「
中
央
政
府
の
政
権
」
で
あ
っ
て
、
「
一
般
の
法
律
を
定
め
、
徴
兵
令
を
行
て
海
陸
軍
の
権
を
執
る
こ
と
、
租
税
を
収
る
こ
と
、

外
国
交
際
を
処
置
し
て
和
戦
の
議
を
決
す
る
こ
と
、
貨
幣
を
造
て
其
品
位
名
目
を
定
る
等
の
如
き
、
全
国
一
般
に
及
ぽ
し
て
恰
も
一
様
平

面
の
如
く
な
ら
し
む
る
の
権
力
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
「
地
方
の
治
権
」
と
い
わ
れ
、
「
警
察
の
法
を
設
け
、
道

路
橋
架
堤
防
を
営
繕
し
、
学
校
社
寺
遊
園
を
作
り
、
衛
生
の
法
を
立
て
、
区
入
費
を
取
立
る
」
な
ど
「
国
内
各
地
の
便
宜
に
従
ひ
事
物
の

順
序
を
保
護
し
て
其
地
方
に
住
居
す
る
人
民
の
幸
福
を
謀
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
「
各
地
の
人
民
を
し
て
其
所
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
こ

と
な
れ
ば
、
其
治
権
決
し
て
全
国
一
様
な
る
可
ら
ず
．
地
方
永
住
の
人
に
し
て
始
め
て
地
方
の
情
実
を
詳
に
す
可
き
な
り
」
（
「
分
権
論
」

四
・
二
六
五
）
と
し
、
「
地
方
の
治
権
」
は
「
政
府
の
関
る
所
に
非
ず
し
て
、
町
村
の
権
内
に
在
る
こ
と
な
り
」
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
．
五
七
九
）
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と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
政
権
は
中
央
の
政
府
に
集
合
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
治
権
は
全
国
の
各
地
に
分
た
ざ
る
可
ら
ず
、
二
権
を
併
し

て
集
む
可
ら
ず
、
又
こ
れ
を
併
し
て
散
ず
可
ら
ず
」
（
「
分
権
論
」
四
・
二
七
四
）
と
し
た
の
で
あ
っ
た
．
「
地
方
の
治
権
」
が
重
要
で
あ
る
所

以
は
、
第
一
に
、
「
各
地
旧
俗
習
慣
」
を
異
に
し
、
そ
の
「
地
方
永
住
の
人
に
し
て
始
め
て
地
方
の
情
実
を
詳
に
」
し
う
る
こ
と
、
第
二

に
、
治
権
を
中
央
の
政
権
に
集
合
す
る
と
ぎ
は
、
「
非
常
の
勢
力
を
生
じ
（
中
略
）
人
を
し
て
平
常
毎
事
自
己
の
意
思
を
棄
て
N
他
の
鼻
息

を
仰
ぐ
に
至
ら
し
め
」
る
こ
と
と
な
る
こ
と
（
「
分
権
論
」
四
二
一
六
九
）
、
第
三
に
、
「
政
府
の
手
を
以
て
自
ら
事
を
行
え
ぽ
（
中
略
）
之
が

為
に
世
上
一
般
に
行
は
る
可
ぎ
競
業
の
定
則
を
破
て
（
中
略
）
政
府
の
手
を
以
て
浪
費
を
免
れ
ざ
る
」
こ
と
と
な
る
な
ど
の
理
由
に
よ
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
（
「
分
権
論
」
四
．
二
七
二
）
。

　
働
、
政
権
と
治
権
と
の
分
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
「
治
権
の
出
る
所
は
政
権
と
其
源
を
異
に
し
」
、
し
た
が
っ
て
、
政
権
と
治
権
と
は
分
界
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
中
央
の
政
府
は

政
権
を
執
り
、
地
方
の
人
民
は
治
権
を
執
り
、
互
に
相
依
り
互
に
相
助
け
て
、
共
に
国
安
を
維
持
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
「
其
治
権
と

て
も
、
政
権
に
密
接
し
て
区
別
の
分
明
な
ら
ざ
る
も
の
も
多
け
れ
ば
、
之
を
分
た
ん
と
す
る
に
も
多
少
の
思
慮
を
費
し
（
中
略
）
中
央
の
政

府
に
会
し
て
政
権
の
得
失
を
議
し
、
治
権
と
政
権
の
関
係
を
論
じ
、
双
方
互
に
過
強
過
弱
の
弊
を
防
で
権
力
の
平
均
を
保
護
す
る
こ
と
あ

る
可
し
。
即
ち
民
撰
議
院
の
設
立
な
り
」
（
「
分
権
論
」
四
．
二
七
八
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
地
方
の
人
民
が
「
治
権
」
を
行
う
に
は
、
「
人
々
自
治
の
習
慣
を
養
成
し
（
中
略
）
其
自
治
の
地
位
を
占
め
自
治
の
精
神
の
養
ふ
の
路
は
、

地
方
の
治
権
を
執
て
公
共
の
事
に
参
与
す
る
よ
り
外
に
、
実
地
の
良
策
あ
る
可
ら
ず
。
故
に
地
方
の
分
権
は
外
国
交
際
の
調
練
と
言
ふ
も

可
な
り
」
（
「
分
権
論
」
四
．
二
九
〇
）
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
通
俗
民
権
論
」
に
お
い
て
は
「
先
づ
其
地
方
に
て
人
民
の
会
議
を
開
き
、
土
地
の
事
は
土
地
の
人
民
に
て
取
扱
ふ
の
風
習
を
成
」
す

べ
き
も
の
（
「
通
俗
民
権
論
」
四
．
五
八
一
）
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
事
実
に
お
い
て
「
明
治
十
一
年
府
県
会
の
令
を
発
し
て
、
翌
十
二
年
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の
春
、
全
国
各
府
県
同
時
に
人
民
の
会
議
を
開
た
り
。
之
を
民
情
一
変
の
期
限
と
す
」
と
い
う
ほ
ど
の
進
展
を
み
せ
た
（
「
時
事
大
勢
論
」

五
・
壬
二
八
）
。
そ
の
「
民
情
一
変
」
と
は
、
「
従
前
は
府
県
の
小
吏
に
逢
ふ
て
も
仰
ぎ
見
る
を
得
ざ
り
し
農
民
商
売
の
輩
が
．
今
は
魏
々
た

る
会
堂
に
列
坐
し
て
地
方
税
の
事
を
議
し
、
費
目
の
多
寡
を
討
論
し
て
、
定
め
て
一
府
一
県
の
法
と
為
る
と
き
は
、
府
知
事
県
令
も
容
易

に
之
を
左
右
す
る
を
得
ず
（
中
略
）
俗
言
こ
れ
を
評
す
れ
ば
百
姓
に
し
て
殿
様
の
事
を
行
ふ
者
の
如
し
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
「
府
県
会
は
恰
も
国
民
政
権
の
思
想
を
教
導
す
る
学
校
」
と
ま
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
（
「
時
事
大
勢
論
」
五
．
…
二
九
）
。

　
明
治
一
〇
年
に
し
て
す
で
に
こ
の
よ
う
な
「
地
方
の
治
権
」
を
論
じ
て
、
「
中
央
政
府
の
政
権
」
と
の
区
別
を
説
き
、
こ
れ
ら
す
べ
て

を
「
人
権
」
（
私
権
）
の
保
護
に
収
敏
さ
せ
る
論
旨
は
き
わ
め
て
近
代
法
的
な
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
地
方
の
治
権
」
の

考
え
は
、
「
ト
ー
ク
ゥ
ヰ
ル
」
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
．

㊧
、
参
政
権

　
①
、
参
政
権
と
人
権
・
政
権
と
の
関
係

　
福
沢
に
よ
れ
ば
、
「
人
権
」
は
「
人
々
の
身
に
附
た
る
」
「
財
産
生
命
栄
誉
を
全
ふ
す
る
人
の
権
理
」
で
あ
っ
た
。
「
政
権
」
は
そ
の
「
人

権
を
全
ふ
せ
し
む
る
の
所
以
の
方
便
」
と
し
て
政
府
の
権
柄
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
人
権
」
と
「
政
権
」
と
を
架
橋
し

紐
帯
す
る
も
の
が
「
参
政
の
権
理
」
で
あ
る
。
「
立
憲
政
体
の
国
に
於
て
は
国
民
を
し
て
政
治
に
参
与
せ
し
む
。
之
を
参
政
の
権
理
と
言

ふ
。
即
ち
人
の
政
権
な
り
」
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
の
権
理
」
に
は
、
「
財
産
私
有
栄
誉
」
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
人
権
」
と
「
人

の
政
権
」
（
参
政
権
）
と
を
含
む
こ
と
と
な
る
。
「
故
に
立
憲
政
治
の
国
民
は
、
恰
も
其
身
を
折
半
し
て
、
人
権
の
点
よ
り
み
れ
ば
保
護
を

受
く
る
者
な
り
、
政
権
の
点
よ
り
見
れ
ば
保
護
を
施
す
者
な
り
。
之
を
人
権
政
権
の
区
別
と
言
ふ
」
と
い
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
「
時

事
大
勢
論
」
五
・
二
三
七
）
。

　
の
、
「
国
民
を
政
治
に
参
与
せ
し
む
る
由
縁
」

　
「
政
権
」
は
、
「
政
府
は
国
民
の
名
代
に
て
、
国
民
の
思
ふ
所
に
従
ひ
事
を
為
す
」
た
め
の
権
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
国
民
の
思
ふ
所
」
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と
は
、
「
其
時
代
の
人
民
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
有
様
」
で
あ
る
（
「
文
明
」
四
．
六
〇
）
。
そ
れ
は
「
全
国
の
智
徳
に
由
て
衆
論
を
成
し
」
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
「
文
明
」
四
・
七
四
）
、
「
独
り
恐
る
可
き
は
天
下
一
般
の
人
心
に
し
て
、
人
心
の
向
ふ
所
に
は
政
府
も
敵
対
す
る
を

得
ず
」
（
「
時
事
小
言
」
四
．
一
六
五
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
の
「
文
明
の
社
会
に
は
聖
人
な
し
」
で
あ
る
。
「
然
ば
則
ち
憲
法
を
定
て
国
会
を
開
き
、
厳
正
の
人
物
を
撰
て
厳
正
の

政
を
施
行
せ
し
め
、
之
を
放
て
厳
正
の
極
度
に
達
す
る
を
許
す
の
外
手
段
あ
る
可
ら
ず
（
中
略
）
多
数
の
可
否
に
由
て
政
府
を
更
代
せ
し
む

る
こ
と
な
り
。
畢
寛
国
会
を
開
設
す
る
の
目
的
は
之
に
由
て
施
政
の
法
を
厳
に
せ
ん
が
為
な
り
」
（
「
時
事
小
言
」
四
．
一
五
九
）
と
し
．
「
政

府
の
新
旧
交
代
」
の
「
妙
機
」
を
説
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
人
身
の
向
ふ
所
」
・
「
衆
論
」
を
は
か
る
た
め
、
国
民
に
「
参
政
の
権
」

を
得
せ
し
め
る
必
要
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

五
、
「
国
権
」
に
つ
い
て

e
、
「
国
権
』
と
「
民
権
」
（
人
権
・
私
権
）

　
「
通
俗
国
権
論
」
（
明
二
）
に
お
い
て
「
国
権
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
チ
）
」
と
は
、
「
此
国
風
を
守
る
も
此
国
風
を
変
ず
る
も
（
中
略
）
自
由
自
在

勝
手
次
第
に
し
て
、
聯
も
他
国
人
の
差
図
す
可
き
所
に
非
ず
．
之
を
一
国
の
権
と
言
ふ
」
と
し
、
「
独
立
国
の
大
義
」
で
あ
る
と
し
て
い

た
（
「
通
俗
国
権
論
」
四
・
六
〇
八
）
．
そ
れ
は
、
「
学
問
の
す
』
め
」
に
お
い
て
す
で
に
、
「
国
と
国
と
の
同
等
」
・
「
一
国
に
独
立
の
権
義
」

を
述
べ
（
「
学
問
」
三
．
四
三
）
、
ま
た
「
国
権
之
事
」
（
「
時
事
小
言
」
四
．
一
六
七
）
に
お
い
て
、
「
外
国
の
交
際
は
相
互
に
権
利
を
主
張
す
る

も
の
に
し
て
（
中
略
）
国
と
国
と
関
係
は
同
等
相
対
す
る
者
な
れ
ば
な
り
（
中
略
）
公
に
権
利
の
同
等
を
主
張
し
て
互
に
一
歩
も
譲
ら
ず
、
互

に
相
争
ひ
互
に
相
犯
し
て
、
権
利
尽
る
所
に
至
て
僅
に
止
ま
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
た
．

　
「
通
俗
国
権
論
緒
言
」
に
お
い
て
、
「
内
国
に
在
て
民
権
を
主
張
す
る
は
、
外
国
に
対
し
て
国
権
を
張
ら
ん
が
為
な
り
（
中
略
）
故
に
民
権
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と
国
権
と
は
正
し
く
両
立
し
て
分
離
す
可
か
ら
ず
」
（
同
四
．
六
〇
三
）
と
し
て
い
た
。
－
こ
れ
は
「
学
問
の
す
』
め
」
に
お
い
て
、
「
自
由
独

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

立
の
事
は
一
身
に
在
る
の
み
な
ら
ず
一
国
の
上
に
も
あ
る
こ
と
な
り
」
（
初
編
）
と
し
、
「
人
は
同
等
な
る
事
」
・
「
国
は
同
等
な
る
事
」
（
二
、

三
編
）
、
次
い
で
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
事
」
（
三
編
）
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
文
明
論
之
概
略
」
に

お
い
て
も
、
「
惑
溺
を
脱
し
て
心
智
活
発
の
域
に
進
み
（
文
明
の
進
歩
・
民
権
の
伸
張
ー
筆
者
）
、
全
国
の
智
力
を
以
て
国
権
を
維
持
し
国
体

の
基
初
て
定
る
」
も
の
（
「
文
明
』
四
・
三
二
）
と
し
、
「
通
俗
民
権
論
』
に
お
い
て
も
「
民
権
を
仲
ば
し
て
国
の
基
を
立
て
、
官
民
諸
共
に

独
立
国
の
面
目
を
張
る
」
（
四
、
五
八
二
）
と
し
て
、
国
権
と
民
権
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
国
権
興
張
の
源
は
財
に

在
る
こ
と
以
て
知
る
可
し
」
と
し
、
「
国
を
富
ま
す
の
法
と
て
特
別
に
其
手
段
あ
る
に
非
ず
、
唯
全
国
の
人
民
が
人
々
の
私
を
営
ん
で
一

身
一
家
を
富
ま
す
よ
り
外
な
し
』
（
「
通
俗
国
権
論
』
四
ニ
ハ
一
三
）
と
し
て
、
「
国
権
」
興
張
の
基
礎
を
「
民
権
の
伸
張
」
に
置
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

⇔
、
「
国
権
」
論
に
お
け
る
「
正
道
」
と
「
権
道
」

　
福
沢
は
、
「
天
然
の
自
由
民
権
論
は
正
道
に
し
て
．
人
為
の
国
権
論
は
権
道
な
り
」
と
述
べ
た
（
「
時
事
小
言
』
四
・
一
〇
三
）
。
「
国
権
」

論
に
も
、
天
然
道
理
（
正
道
）
の
国
権
論
と
人
為
の
国
権
論
（
権
道
と
し
て
の
）
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
天
然
道
理
（
正
道
）
の
「
国
権
』
論
は
、
「
学
問
の
す
』
め
」
初
編
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
日
本
と
て
も
西
洋
諸
国
と
て
も
同
じ
天

地
の
間
に
あ
り
、
同
じ
日
輪
に
照
ら
さ
れ
、
同
じ
月
を
眺
め
、
海
を
共
に
し
、
空
気
を
共
に
し
、
情
合
相
同
じ
き
人
民
な
れ
ば
（
中
略
）
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

理
人
道
に
従
て
互
に
交
を
結
び
、
理
の
た
め
に
は
『
ア
フ
リ
カ
』
の
黒
奴
に
も
恐
入
り
、
道
の
た
め
に
は
英
吉
利
、
亜
米
利
加
の
軍
艦
を

も
恐
れ
ず
、
国
の
恥
辱
と
あ
り
て
は
日
本
国
中
の
人
民
一
人
残
ら
ず
命
を
棄
て
』
国
の
威
光
を
落
さ
罫
る
こ
そ
、
一
国
の
自
由
独
立
と
申

す
べ
き
な
り
」
と
し
、
「
外
は
万
国
の
公
法
を
以
て
外
国
に
交
り
、
内
は
人
民
の
自
由
独
立
の
趣
旨
を
示
す
」
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
た
（
「
学
問
」
三
．
三
一
）
。
こ
の
こ
と
は
「
不
正
不
便
の
法
」
に
対
す
る
「
国
民
の
分
と
し
て
為
す
可
き
挙
動
」
と
し
て
、
「
天
の
道
理

を
信
じ
て
疑
は
ず
、
如
何
な
る
暴
政
の
下
に
居
て
如
何
な
る
苛
酷
の
法
に
窒
め
ら
る
』
も
、
其
苦
痛
を
忍
て
我
志
を
挫
く
こ
と
な
く
、
一
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寸
の
兵
器
を
携
へ
ず
片
手
の
力
も
用
ひ
ず
、
唯
正
理
を
唱
て
政
府
に
迫
る
こ
と
な
り
（
中
略
）
正
者
の
理
を
守
て
身
を
棄
る
を
見
て
必
ず
同

情
相
憐
む
の
心
を
生
ず
可
し
」
（
「
学
問
」
三
．
七
五
）
と
し
て
い
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
「
人
為
の
国
権
論
は
権
道
な
り
」
と
し
て
い
た
が
、
福
沢
は
、
「
今
日
の
外
国
交
際
の
実
に
就
て
見
れ
ば
」
、

「
我
輩
は
権
道
に
従
ふ
者
な
り
」
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
「
時
事
小
言
」
四
・
一
〇
九
）
。
そ
れ
は
、
「
世
界
古
今
に
義
戦
な
し
と
言
は
ざ
る

を
得
ず
」
、
「
国
と
国
と
の
破
約
に
は
世
界
中
に
其
法
廷
あ
る
な
し
」
、
「
条
約
書
の
威
重
を
有
す
る
と
否
と
の
機
会
は
、
両
国
の
金
力
と
兵

力
と
比
較
し
て
其
多
寡
強
弱
如
何
の
一
点
に
在
て
存
す
る
も
の
と
知
る
可
し
」
と
し
た
（
「
時
事
小
言
」
四
．
一
〇
八
）
。
そ
の
た
め
、
「
百
巻

の
万
国
公
法
は
数
門
の
大
砲
に
若
か
ず
、
幾
冊
の
和
親
条
約
は
一
筐
の
弾
薬
に
若
か
ず
．
大
砲
弾
薬
は
以
て
有
る
道
理
を
主
張
す
る
の
備

に
非
ず
し
て
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
」
と
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
「
通
俗
国
権
論
」
四
．
六
一
二
七
）
。

　
福
沢
が
こ
の
よ
う
な
「
人
為
の
国
権
論
に
従
う
」
と
し
た
の
は
、
「
文
明
論
之
概
略
」
全
編
を
通
じ
て
「
自
国
の
独
立
」
を
論
じ
、
「
我

国
の
文
明
の
度
は
今
正
に
自
国
の
独
立
に
就
て
心
配
す
る
の
地
位
に
居
り
」
（
「
文
明
」
四
．
一
八
三
）
．
「
今
の
日
本
国
人
を
文
明
に
進
る
は

此
国
の
独
立
を
保
た
ん
が
た
め
の
み
。
故
に
、
国
の
独
立
は
目
的
な
り
、
国
民
の
文
明
は
此
目
的
に
達
す
る
の
術
な
り
」
（
「
文
明
」
四
．
二

〇
七
）
と
し
た
ほ
ど
の
国
際
情
勢
の
中
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
国
権
論
の
正
道
」
を
述
べ
た
「
学
問
の
す
』
め
」
に
お
い

て
す
で
に
、
「
本
国
の
た
め
を
思
ふ
」
「
報
国
の
大
義
」
（
「
学
問
」
三
．
四
四
）
に
触
れ
た
と
き
、
こ
の
主
張
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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蓋
し
、
「
報
国
心
」
と
は
、
「
一
国
に
私
す
る
心
」
・
「
其
国
民
の
私
情
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
「
文
明
」
三
．
一
九
一
、
二
〇
四
）
。
福
沢
は
、

こ
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
も
な
お
、
「
外
国
に
対
し
て
自
国
の
独
立
を
謀
る
が
如
ぎ
は
、
固
よ
り
文
明
論
の
中
に
於
て
墳
々
た
る
一
箇
条

に
過
ぎ
」
ず
（
「
文
明
」
四
・
一
八
三
）
、
「
人
間
智
徳
の
極
度
に
至
て
は
、
其
期
す
る
所
、
固
よ
り
高
遠
に
し
て
、
一
国
独
立
等
の
細
事
に

介
々
た
る
可
ら
ず
」
（
「
文
明
」
四
・
二
〇
八
）
と
附
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
国
権
論
」
に
お
け
る
「
正
道
」
と
「
権

道
」
に
関
す
る
重
要
な
間
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

㊧
、
国
権
の
興
張
と
官
民
調
和
論

239



法学研究65巻12号（’92：12）

　
「
自
国
の
独
立
と
は
、
我
国
民
を
し
て
外
国
の
交
際
に
当
ら
し
め
、
千
磨
百
練
、
遂
に
其
勢
力
を
落
さ
ず
し
て
、
恰
も
此
大
風
雨
に
堪

ゆ
可
き
家
屋
の
如
く
な
ら
し
め
ん
と
す
る
の
趣
旨
』
（
「
文
明
」
四
．
二
〇
九
）
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
「
外
国
交

際
の
顛
難
を
知
り
内
の
安
寧
を
維
持
し
、
内
に
安
寧
に
し
て
外
に
競
争
す
」
る
（
「
時
事
小
言
」
四
・
二
八
）
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

「
此
大
切
な
る
時
に
当
て
、
何
事
が
最
も
緊
要
な
る
可
き
や
。
恰
も
全
国
を
一
家
の
如
く
に
調
和
し
て
、
其
全
力
を
一
政
府
に
集
め
、
先

ず
政
権
を
強
大
に
し
て
国
権
皇
張
の
路
を
進
む
の
一
事
あ
る
の
み
」
と
し
（
「
時
事
大
勢
論
」
五
・
二
五
三
）
、
そ
の
た
め
「
第
一
着
の
目
的

は
社
会
の
安
寧
に
在
る
」
と
し
た
．
「
就
て
は
日
本
国
は
独
り
政
府
の
日
本
に
あ
ら
ず
、
亦
独
り
人
民
の
日
本
に
あ
ら
ず
、
相
共
に
其
利

益
を
謀
る
こ
と
な
ら
ば
、
政
府
は
人
民
を
疎
外
す
可
ら
ず
、
人
民
も
亦
政
府
を
怨
望
す
可
ら
ず
、
政
治
も
人
事
の
一
部
分
に
し
て
至
極
大

切
な
る
こ
と
な
れ
ば
、
之
を
好
ん
で
巧
な
る
者
に
任
じ
て
可
な
り
。
政
治
の
外
は
都
て
人
民
の
事
な
れ
ば
、
政
府
は
之
に
干
渉
し
妨
げ
を

為
す
可
ら
ず
。
官
民
相
互
に
敬
し
て
各
そ
の
本
分
を
尽
す
可
し
。
即
ち
今
の
開
国
の
時
代
に
処
し
て
国
光
を
維
持
す
る
の
大
本
な
り
」
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
官
民
調
和
論
」
一
一
・
四
一
四
、
明
二
q
な
お
「
藩
閥
寡
人
政
府
論
」
八
・
一
四
五
・
明
一
五
参
照
）
。
こ
の
「
官
民
調

和
」
論
は
、
一
身
の
自
由
独
立
と
人
権
伸
張
の
う
え
に
築
か
れ
る
べ
ぎ
「
官
民
調
和
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
旧
時
代
の
「
官
尊
民
卑
の
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

弊
」
の
下
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
遠
山
茂
樹
・
福
沢
諭
吉
一
三
〇
、
一
四
一
頁
は
、
福
沢
の
説
を
、
国
権
に
奉
仕
す
る
民
権
、
官
民
の
抗
争
を
回
避
す
る
た
め
の
官
民
調
和
で
あ

　
　
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
信
ず
る
．
』

㈱

六
、
お
わ
り
に

福
沢
は
、
「
今
の
文
明
」
の
世
（
近
代
社
会
）
に
お
け
る
・
す
べ
て
の
人
間
関
係
の
基
底
に
、
自
由
独
立
の
個
人
（
法
主
体
）
を
置
き
、
そ

の
諸
個
人
の
「
心
身
の
働
」
（
人
間
的
諸
能
力
）
を
自
由
か
つ
十
全
に
発
揮
さ
せ
、
「
自
由
に
言
わ
し
め
、
自
由
に
働
か
し
め
、
富
貴
も
貧
賎
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も
唯
本
人
の
自
ら
取
る
に
任
せ
」
、
「
人
の
権
義
を
達
す
」
る
こ
と
に
よ
り
、
「
安
全
繁
昌
」
と
「
文
明
の
進
歩
」
が
あ
る
も
の
と
し
た
。

そ
し
て
、
「
政
権
」
お
よ
び
「
分
権
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
権
を
全
さ
せ
る
方
便
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
「
人
権
」
等
を
伸
張
さ

せ
、
一
国
全
体
の
国
力
の
増
進
を
図
り
、
「
全
国
人
民
の
脳
中
に
国
の
思
想
」
（
報
国
心
）
を
横
温
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
一
国
の
独
立
」
・

「
国
権
」
の
興
張
を
達
成
し
う
る
も
の
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
な
理
解
は
、
福
沢
の
思
想
の
真
意
を
深
く
か
つ
正
し
く
理
解
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
福
沢
の

著
書
・
論
稿
を
経
く
た
び
に
、
自
ら
の
浅
薄
な
理
解
を
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と
く
に
、
自
由
と
権
利
と
の
構
造
的
理
解
、
生
命
・

財
産
・
栄
誉
な
ど
諸
「
人
権
」
相
互
の
関
係
、
人
権
と
政
権
・
分
権
の
相
互
関
係
、
正
道
お
よ
び
権
道
と
し
て
の
各
国
権
論
の
関
係
な
ど
、

本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
諸
問
題
を
含
め
て
、
改
め
て
福
沢
の
著
書
・
論
稿
に
沈
潜
し
て
、
理
解
を
深
め
、
再
検
討
し
た
い
も
の
と
考
え

る
。　

川
口
實
先
生
は
平
成
四
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
、
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
に
就
任
さ
れ
た
。
川
口
實
先
生
の
ご
学
恩
に
感
謝
し
、

先
生
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
、
川
口
實
先
生
に
こ
の
拙
い
本
稿
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。
前
稿
お
よ
び
本
稿
の
不
十
分
な
と
こ

ろ
は
今
後
の
研
究
で
補
う
こ
と
と
し
て
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
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